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平成２９年８月  第５回  佐々町農業委員会総会議事録 

１．招集年月日  平成２９年８月２５日（金）午前９時３０分 

２．招 集 場 所  佐々町役場 ３階第１会議室 

３．開 会  平成２９年８月２５日（金）午前９時３０分 

４．出 席 委 員  （１８名） 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏  名 

１ 藤永 九市 君 ２    裕 君 ３ 濵野   努 君 

４ 藤永  茂 君 ５ 築城  武美 君 ６ 井手  俊博 君 

７ 和田 貞子 君 ８ 池田  義 君 ９ 濱野  卓也 君 

１０ 山下 夕見子君 １１ 寶持  雅祥  君 １２ 吉永  勝彦 君 

１３ 坂口 英 君 推進委員 森田  謙介 君 推進委員 林   勇作 君 

推進委員 湯村 速雄 君 推進委員 筒井  浩一 君 推進委員 大瀬  敏幸 君 

 

５．欠 席 委 員 （０名） 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

           

 

６．職務のための出席者職氏名 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 職 名 氏   名 

事務局長 大平 弘明  君 書記 山田 奈津子君   

 

７．議事録署名委員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

４ 藤永 茂 君 ５ 築城 武美 君   

 



 - 3 - 

８．本日の会議に付した案件  

（１）会長挨拶 

（２）議事録署名委員の指名 

（３）報告事項 

   報告第１号 農地転用許可不要案件届出書 

   報告第２号 農地転用制限の例外規定に係る届出書 

   報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

   報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

（４）審議事項 

   第２１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請書について 

   第２２号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請書について 

   第２３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   第２４号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   第２５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   第２６号議案 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの 

          判断について（非農地通知） 

（５）その他 

   ①農業者年金加入推進及び全国農業新聞の推進について 

   ②９月定例会の日程について 

③その他 

    ・農業者年金加入推進部長について 

    ・農業委員会だよりについて 

    ・農地等の利用の最適化の推進に向けて 

書記（山田 奈津子君）事務局。皆さん、おはようございます。定刻となりまし

たのでただ今から平成２９年度 第５回 佐々町農業委員会総会を開会

いたします。初めに、藤永会長から挨拶をお願いします。 

会長（藤永 九市君）皆さん、おはようございます。４月から数えて、第５回の

農業委員会ということでご案内申し上げました。皆さんお集まりいただ

きまして、本日の農業委員会総会が開会できますことを厚くお礼申し上

げます。残暑厳しい折り柄といいますか、暑い日が続いております。皆さ
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ん頑張っておられると思いますけども、貴重なこの時期に本日は朝から

総会ということで、午後はご案内の通り、県北地区全員を対象にしまし

た推進委員も全員ですけども、地区別の研修会がございます。従いまし

て一日中、今日は皆さん方と農業委員会に関してかかわっていただくわ

けですけども、本当に暇をとりまして恐縮ですけども、午後につきまし

ては、申しましたように改選後の研修会になりますから、重要なことで

ありますのでしっかり勉強していただきたいということを申しあげてお

きたいと思います。今日の案件につきましては事前に、１６日に五役会

ということで検討しております。そういった案件を今日は皆さんにお諮

りいただくような形になります。今日始めるにあたりまして皆さま方に

お繋ぎしておきますが、先月３１日の総会の折にこういう体制でスター

トしたわけでありますけども、池田委員でしたか、貴重な発言をいただ

いて、築城委員さんの第三者の立場から五役にということで四役員に加

わっていただいたらどうかという発言があったわけですけども、満場一

致で皆さん方にご賛同いただきました。そういう形でここ３年間は、今

まで四役会ということでしたが、五役会ということで出席いただいた次

第でございます。その折にも早速出席いただいたわけですが、その場し

のぎのように特別班長ということで言っていたんですけども、五役会の

時に皆さんと話し合いまして、ここに名簿上出ておりますように、識者

代表という形で銘打ってご指導いただきたいということで、五役会とい

う形をとらせていただきました。このことにつきまして、辞書などを見

ればお分かりの通り、識者とは知識、深く物事を正しく判断する力があ

る人ということで、ばっちり当てはまりますね。今後、指導いただきたい

なということを申しあげながら、一言申し添えておきたいと思います。

今日は一日いっぱい、皆さま方、お暇どりをしますけども、よろしくお願

い申し上げながら、簡単ですけども挨拶と代えさせていただきます。本

日はよろしくお願い申し上げます。 

書記（山田 奈津子君）事務局。ありがとうございます。本日の出席委員は１３

名の農業委員と、推進委員５名です。定足数に達していますので、総会は

成立していることをご報告いたします。佐々町農業委員会会議規則第６
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条の規定により、議長は会長が務めることとなっておりますので、以降

の議事の進行を会長にお願いいたします。 

議長（藤永 九市君）それでは議長ということで務めさせていただきます。案件

につきましては、佐々町農業委員会総会会議規則第３条により、付議事

項はあらかじめ通知しておりますのでこの日程でよろしいでしょうか。 

   （  「異議無し」の声あり  ） それでは議事に入ります。まず、

日程（２）の議事録署名委員の指名を行います。佐々町農業委員会総会会

議規則第２７条の規定に基づき議長が定める事となっておりますので、

議席番号４番 藤永 茂委員、議席番号５番 築城 武美委員を指名し

ますので、よろしくお願いします。日程（２）を終わります。続きまして、

（３）報告事項に入ります。報告第１号 農地転用許可不要案件届出書

について、事務局の説明をお願いします。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。１ページをお開きください。報告第１号の朗読

説明をいたします。農地転用許可不要案件届出書。申請人 ●●●●株

式会社さんです。農地法第４条第１項第８号及び農地法第５条第１項第

７号に規定する農地転用許可不要案件について下記のとおり転用したい

ので届け出ますということです。これにつきましては今申し上げました

条文で、認定電気事業者さんが電気通信のために供する施設の場合は、

農地転用の許可がいらないというふうな規定がございます。それに基づ

いて届け出があったものになります。事業の名称は、佐々江里免無線基

地局新設工事ということで、スマートフォンの基地局になるんですけど

も、江里の方に建設をしたいということです。施工面積は４㎡です。施工

の時期ですけども、９月の中旬から取り掛かって、９月末か、１０月の頭

ぐらいにずれ込むこともあるかもしれませんということで、担当者さん

から話がありました。場所ですけども、佐々町江里免字後平。面積ですけ

ども２，２０４㎡のうちの４㎡を使用されます。所有者は○○ ○○さ

んとありますけども、現在は息子さんが管理をされております。また、農

業振興地域、農振農用地区域内には該当するんですけども、農用地区域

内に該当していても建設ができるようになっておりまして、農用地区域

からの除外についても全体見直しの時に一緒にその部分だけ４㎡だけを
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除外すればいいという規定になっておりまして、町産業経済課とも話し

をしております。２ページが付近状況図です。江里の集会所のすぐ横に

なります。３ページが現況写真ですね。４ページ目が地籍図、５ページが

土地の敷地平面図ですね。６ページが施設の平面図、７ページ目が立面

図となっております。８ページ目は●●●●株式会社さんが電気通信事

業者の認定を受けているという認定書を添付しております。事務局の説

明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ただ今、報告をしていただきました。これにつきまして皆

さん方からの質問等をお受けいたします。何かございませんか。ないよ

うでしたら、報告事項ですので、これについては終わりたいと思います。

次に報告第２号 農地転用制限の例外規定に係る届出書ということで、

事務局の説明をお願いします。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。９ページをお開きください。報告第２号の朗読

説明をいたします。農地転用制限の例外規定に係る届出書。申請人 届

出者は●● ●●さん。農地法第４条第１項第８号の規定に基づき下記

のとおり農地を転用したいので届け出ますということで、届出があって

おります。こちらにつきましては、通常、農地転用の許可が必要になると

いうのが農地法４条の規定になるんですが、例外としまして、農業をす

るための耕作道ですとか、農業用施設を建設する場合、２００㎡未満で

あれば許可の必要がないという規定がございます。それに基づきまして

届出という形で届け出が出ております。土地の所在 佐々町市瀬免字小

川。地目 台帳 田、現況は畑として利用されています。面積６３９㎡。

転用面積１８㎡。利用状況 畑。耕作者氏名 ●● ●●。転用計画とし

ましては農機具置場 １棟。建築面積が１８㎡。工期につきましては平

成２９年８月１６日から平成２９年８月２０日までとしてあります。●

●さんは□□の方になるんですが、月に１回ほど帰って来られていて、

農作業もされておられるということでした。また、近くに弟さんがお住

まいで、日常の管理は弟さんがされているということで、姉弟さん一緒

に見えて手続きをしていただいたところです。１０ページが付近状況図

です。ピンク色で囲んでいるところが申請地になるんですけども、少し
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下の方にＷＣと黄色で記しているところが新幹線のトイレになります。

国道から行くと、皿山直売所から川の方に入ったところの農地になりま

す。１１ページが現況写真です。１２ページが地籍図になります。１３ペ

ージが倉庫の平面図、立面図になります。１４ページが被害防除計画書

です。申請地の造成計画としましては、現状のまま利用するということ

で、特に被害の恐れはないということでした。建物の高さは３ｍ程度に

抑えるということと、また、申請地は周辺に田んぼがあるんですけども、

そこよりは一段段差があって低い位置にありますので、特に被害の恐れ

はないということで書いておられます。雨水排水については自然流下。

汚水、雑排水はないということです。倉庫の周りは、コンクリート舗装等

はなにもしないということでした。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。ただ今、第２号の朗読説明をい

ただきました。これよりご質疑がございましたらお受けしますが、何か

ございませんでしょうか。湯村推進委員。 

（湯村 速雄君）それは事後報告ですか。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。途中まで建設されていたところを、工事を止め

ていただいて、届出が必要だということを指導していただいております。

許可が必要な案件ではありませんが、届出は必要ですよということで出

していただいた経緯はございます。 

議長（藤永 九市君）他にございませんか。ないようでしたら報告第２号は終わ

らせていただきます。続きまして、報告第３号 農地法第１８条第６項

の規定による通知書。報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による

通知書は関連がございますので一括上程させていただきます。事務局の

説明をお願いします。 

書記（山田 奈津子君）事務局。１５ページをお開きください。報告第３号の朗

読説明をいたします。農地法第１８条第６項の規定による通知書。通知

者 賃貸人 ○○ ○○。賃借人 ●● ●●。２名からの合意解約の

通知が出ております。土地の所在 市瀬免字古田。地目 台帳・現況とも

に田。面積は４０２㎡です。１６ページに合意解約書を添付しておりま
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す。実際に契約してらっしゃる土地は３筆あるんですけども、そのうち

の１筆のみを解約するという合意解約書になります。１７ページは契約

当時の各筆明細になるんですけども、こちらの名前は○○さんになって

ますが、亡くなられましたので○○さんの方に相続登記をされておられ

るところです。続きまして、報告第４号の朗読説明をしたいと思います。

１８ページをお開きください。こちらも同じく、農地法第１８条第６項

の合意解約書ということでの届けになります。通知者  賃貸人 ○○ 

○○。賃借人 ●● ●●。土地の所在 松瀬免字小野。地目 台帳・現

況ともに田。面積１，６８６㎡。同じく小野、台帳・現況ともに田。６５

４㎡。同じく小野、１８４番３。台帳・現況ともに田。８３９㎡。１９ペ

ージが合意解約書の写しになります。元々、４筆の契約だったんですけ

ども、そのうちの一筆が分筆登記をされております。そのうちの三筆を

解約しますという合意解約書です。２０ページが契約当時の各筆明細書

になります。この２件の合意解約につきましては、土地の賃貸借で農業

をされていた土地になりますけども、後で出てくる農地転用に関係して

おりまして、その農地転用をするために解約をするという内容の合意解

約になります。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。一括して事務局から報告をいた

だきました。これより皆さま方からご質疑がございましたらお受けいた

します。ございませんでしょうか。ないようでございましたら、これにつ

いては報告事項として終わらせていただきます。それでは（４）の審議事

項に入りたいと思います。第２１号議案 農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請書について事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。２１ページをお開きください。第２１号議案の

朗読説明をします。農地法第４条第１項の規定による許可申請書につい

て。申請人 ●● ●●。農地の所在 小浦免字古釜。地目 台帳 畑、

現況 休耕地。面積２７８㎡。転用の目的 駐車場。施設はなし。耕作者 

なし。申請の理由 借家及び申請地周辺住民に貸し出すための駐車場を

設置するということです。２２ページが農地転用４条の申請書の写しに

なります。こちらは４条ですので、本人さんが駐車場として転用したい
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ということでの申請になっております。２３ページが付近状況図です。

少し分かりづらいんですけども、赤で囲っているところが申請地です。

２４ページが現況写真です。赤で囲っているところが農地として残って

いるところになります。借家の駐車場として利用したいということなん

ですけども、上の方の写真で奥の方に映っている家が借家として利用さ

れておりまして、その駐車場としても利用したいという申請です。２５

ページが地籍図です。地籍図を見ていただくと分かるんですけども、周

りに農地がありませんので、この申請地だけ農地として残っている状況

です。２６ページが駐車場の利用計画書です。現在は既存の駐車場とし

てはなし。申請の内容としましては１０台分の露天の駐車場として利用

したいということです。（７）のその他ですが、貸家用に自己用３台、来

客用１台を確保。残り６台分は、家が結構ありますので、周辺集落用とし

て月極駐車場とすると記載があります。４、その他のところに色々と記

載がありますが、借家にしているところが今は空いているんですけども、

駐車場がないとなかなか入居者が決まらないということと、周りにアパ

ートが２棟ほど建設されますので、そういったことも含めて駐車場とし

ての需要があるということでの申請になっております。２７ページが被

害防除計画書です。造成計画としましては、現状のまま利用する。特に造

成等は行わないため被害は発生しない。また、近傍農地への日照、通風関

係ですけども、周辺に影響を及ぼす建築物等は設置しないため、被害は

発生しないということで記載していただいております。排水計画は、雨

水排水は一部水路放流と、一部自然流下です。汚水、生活雑排水は駐車場

ですのでありません。２８ページですけども、上の方に１０台分の駐車

を確保されているところが申請地になりまして、点線で真ん中を仕切っ

てありますが、４台分が借家用です。コンクリート舗装と書いてありま

すけども、コンクリート舗装となっているところは既存の溜桝がありま

すので、そこからの水路放流になります。砂利敷きの部分に関しまして

は自然流下ということで説明を受けております。同じく、２８ページの

配置図ですけども、奥の方の駐車場になりますので、１５００－６と、１

５００－１３と、１５００－１４は雑種地、宅地と記載をしているんで
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すけども、ここが今、アパートが建っているところになるんですけども、

ここの敷地を通らせてもらって、奥の方に車が入って行けるようになっ

たので、駐車場として利用したいという申請の内容になっています。元々

は車が入れなかったところになります。２９ページにアパートの敷地の

所有者さんから、アパートの敷地を通ってもいいですよという承諾書も

合わせて添付していただいているところです。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。地元委員からの補足説明がござ

いましたら、説明をお願いいたします。２番。 

 裕君）２番。ただ今、事務局から説明がありました通りでございま

す。６月の委員会の折に、２８ページの道の方に共同住宅の申請が出さ

れて、そこの駐車場を作られるところを利用させていただいて、今回の

駐車場を作られるということです。本来は、里道ぐらいの幅しかありま

せんけども、これを利用させていただいてこの駐車場を使うということ

でございます。周辺は農地はなく、申請人の方の以前の住屋を借家とし

て貸し付けておられ、計画書にありました通り、駐車場がもう一つ手前

にも共同住宅にあるんですけども、そこの駐車場とかになりまして、駐

車スペースがないということで今回の申請ということでございます。皆

さん、よろしくお願いいたします。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。事務局の説明に引き続き、地元

委員さんからの説明が終わりました。これより皆さま方から、ご意見、ご

質問等ございましたらお受けいたします。何かございませんでしょうか。

ないようですので、この件について採決を行いたいと思います。第２１

号議案について許可相当と思われる方の挙手をお願いします。ありがと

うございました。賛成多数により、許可相当としまして、県に進達するこ

とといたします。次に第２２号議案に移ります。農地法第４条第１項の

規定による許可申請書について事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。３０ページをお開きください。第２２号議案の

朗読説明をいたします。農地法第４条第１項の規定による許可申請書に

ついて。申請人 ●● ●●。農地の所在 小浦免字小丸山。地目 台

帳・現況ともに畑。面積５４４㎡。転用の目的 賃貸アパート建築。施設 
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アパート１棟 ９６．４６㎡。耕作者はなし。管理はされています。申請

の理由 申請地に賃貸アパートを建築する。３１ページが申請書の写し

になります。こちらも同じく４条の申請になりますので、本人さんがア

パートの建設をし、経営もされるという申請になります。３２ページが

付近状況図になります。場所につきましては、赤崎橋から小浦の方に上

って、ちょうど上りあがって右に入って行ったところになります。３３

ページが現況写真です。３４ページが地籍図になります。農地があるの

は隣と、奥の二つが農地で残っているんですけども、周りはほとんど宅

地化されているような場所になります。３５ページが被害防除計画書で

す。申請地の造成計画としましては、現状のまま利用する。特に造成工事

は行わず、現状のまま利用するので被害の発生の恐れはないと思われる。

万一、被害等が発生することがあれば、速やかに処置しますと記載され

ています。建物の高さは７ｍぐらいにすることで隣地への影響はないと

いうことでした。雨水排水につきましては、水路放流。汚水、生活雑排水

につきましては公共下水道へ流すということでした。３６ページは事業

計画書になります。賃貸アパートの経営になりますので、事業計画書を

付けていただいております。今回、建築されるアパートにつきましては

４世帯分のアパート１棟、駐車場が８台分と、来客用として３台分設け

るということです。今すでに、賃貸マンションを２棟経営されておりま

して、事業拡大を図りたいということでの申請となっております。３７

ページが利用計画図、配置図になります。３８ページが建物の平面図、立

面図になります。３９ページが雨水排水の計画図になります。側溝を設

けて、そちらを通り道路側溝へ流すという計画になっております。下水

は、前面の道路に下水管が通っております。４０ページが隣接農地の所

有者さんからの同意書をいただいております。４１ページですが、一筆

奥に農地があるんですが、そこがずっと相続登記がされてませんで、実

際の相続者が分からないということで、承諾書が得られませんでしたと

いうことで、理由書を添付していただいております。そこの土地は地目

は農地になっていますが、すべて斜面、法面になっていまして、農地とい

う状況ではないのかなという印象でありました。事務局の説明は以上で
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す。 

議長（藤永 九市君）地元委員の説明をお願いします。２番。 

 裕君）２番。場所はお分かりかと思いますけども、本来は、承諾書

等はいらないんですけども、佐々町農業委員会としては、その後に問題

が発生しないために承諾書等の提出を求めているわけですが、事務局か

ら説明された通り、相続がなされておりませんので、こういう形になっ

ております。排水については３４ページを見てもらえばわかるかと思い

ますが、道路の方に勾配をついて、長い方の境界の方には小さい側溝を

設けて道路の側溝に繋ぐということで、１５１番の境界の方にはフェン

スを設けるということでございます。隣の農地は管理されておりますが、

その農地には雨水が流れないような対策をしていただくように工事施工

者の方には申し添えております。以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。地元委員からの補足説明をいた

だきました。これより皆さま方からのご意見、ご質問を受けたいと思い

ます。何か、どなたかございませんか。８番。 

８番（池田 義君）８番。現況写真の説明は、草が生えているところが申請地

ですかね。お願いします。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。３３ページの現況写真を見ていただいていいで

しょうか。上の写真で見ますと、草が生えているところが申請地なんで

すが、今建っているアパートの方から撮った写真になります。下の段の

写真は、反対側から撮った写真ですので、見えているところ全体が申請

地になります。奥の方にアパートが写っていますが、分かりますか。すで

に建っているアパートなんですけども、上の写真はそちら側から撮った

写真ということです。よろしくお願いします。 

議長（藤永 九市君）８番委員、今の事務局の説明でいいでしょうか。 

   （ 「はい」の声あり ）他にございませんか。ないようですので、この

件について採決を行います。第２２号議案の案件につきまして、許可相

当と思われる方の挙手をお願いします。ありがとうございます。賛成多

数で許可相当として県の方に進達することといたします。次に第２３号
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議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について、事務局の

説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。４２ページをお開きください。第２３号議案の

朗読説明をいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請書に

ついて。申請人 譲受人 ●●●●株式会社 社長□□。譲渡人 ○○ 

○○。△△ △△。農地の所在 松瀬免字小野。同じく小野。市瀬免字古

田。地目は３筆とも台帳・現況ともに田。面積は上から、１，６８６㎡、

６５４㎡、４０２㎡です。転用の目的 スイミングスクールの建築。施設 

スイミングスクール１棟８０６.２５㎡耕作者はなし。申請の理由 スイ

ミングスールおよび、駐車場建築のため。４３ページが申請書の写しに

なります。土地の所有者がダイワロイヤル株式会社さんに賃借権で賃貸

借をするという内容になります。工事期間ですけども、３、転用計画の中

の（４）のところに工事計画があるんですけども、県の許可日から平成２

９年１０月末日ということで記載がありますが、造成までがこのくらい

だろうということで、実際は建物の全体の完成が４月までをみておられ

ました。賃借権につきましては２０年間の契約をされておられます。７

その他に記載がありますが、併用地で市瀬免字古田 ６８㎡の雑種地が

含まれておりますが、これも一体的に利用するということです。４４ペ

ージが付近状況図になります。ダイレックスとナフコがある交差点から、

若狭団地の方に入って行ったところの小川電気屋さんの前の農地になり

ます。ピンク色で囲っているところが申請地になります。４５ページが

現況写真です。写真は添付していただいていたんですけども、土地が広

くて分かりづらかったので、今回、議案には航空写真を付けております。

こういった形で、一部農地が残るんですけども、赤で囲っているところ

が転用申請のところになります。４６ページが地籍図です。見づらいで

すが細長いところが雑種地ということで、元々は赤道だったんですが払

下げで雑種地ということで、○○ ○○さんが購入されまして転用をす

るという計画です。４７ページが被害防除計画書です。申請地の造成計

画としまして、盛土を行う。最高１．２ｍ、最低０．３ｍ。隣接に農地が

残りますので擁壁を設ける。また、法面の保護をするという記載があり
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ます。近傍農地への影響を及ぼさない措置としましては、建物の高さを

加減するということで、高さ６ｍ程度。また、隣接農地への通路を確保す

るということなんですけども、農地に入る進入路が、元々は田越しで入

っていたところが入れなくなりますので、通路を確保するということで

記載があります。雨水排水につきましては水路放流。汚水、生活雑排水に

つきましては公共下水道の方へ流されます。４８ページが敷地の平面図、

計画図になります。緑で塗ってある所が計画図になるんですけども、左

側のピンク色で塗ってあるところが、擁壁を設置されるところです。ま

た、上の方に緑色で線が引いてあるところが法面の保護をされるところ

になります。白抜きの斜線が引いてあるところが、建物のプールのとこ

ろですね。周りは全部駐車場で、バスが２台止められるように確保され

ております。４９ページが排水計画図になります。図面が見にくくて分

かりづらいかと思うんですけども、図面の注釈としまして、下水管が点

線で、雨水の流れも同じ点線で書かれてあるんですよね。ちょっと見づ

らいんですけども、辿っていくと雨水と下水にきちんと分かれてて、建

設課にもどういう指導をしたか確認をして、図面も分かりやすく色付け

するか、線を変えるか業者さんにお願いをしているところなんですが、

雨水は全部川の方に流れるんですけども、最終的な溜桝が、右下の四角

の溜桝が最終的な受け皿の溜桝になりまして、川に流れるのはこの一か

所だそうです。矢印が全体的に川の方に流れる矢印になっていたりする

んですけども、受けるところは最終的には右下の溜桝で受けて川に流す

ようになっているということでした。下水につきましては、前面の道路

に下水管が通っておりますので、そちらに流される計画です。５０ペー

ジが建物の平面図になります。この平面図を見ると、トイレとかありま

すがそういったところから下水の管が繋がっていると思いますが、最初

の計画図でも見て取れるかと思います。汚水はすべて下水の方に流され

ます。５１ページが立面図です。５２ページが水利権の代表者さんから

の承諾書ですね。条件としては雨水は川へ放流し、その他の雑排水は公

共下水道の方に放流することということで承諾書を添付していただいて

おります。５３ページが隣接農地の所有者から承諾書をいただいており
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ます。５４ページが事業計画書です。スイミングスクールを建設したい

ということです。利用計画等は図面のとおりです。現在の事業状況とい

うことでサブリース事業と書いてあるんですけども、建物だけを建てて、

実際に経営する方に貸すという、そういったリース業をされています。

●●●●(株)さんが、地主さんから土地を借りて許可が下りたら、転用

して建物を建てて、丸々ビートスイミングさんに貸して、プールの経営

はビートスイミングさんがされるという流れになります。今、マックス

バリューの中にプールが入ってますけども、そこがビートスイミングと

いうことでされていましたけども、２０年間の契約が終わられて、佐々

スイミングスクールということで名前も変わりました。もうビートでは

なくなっております。再更新がないという契約なので、今回出来るプー

ルはまた新たに、ビートスイミングさんが直接経営をされますので、今

のプールとはまた別の経営になります。参考までに。今回、新たに事業拡

大のためのスクールの開校ということで、競泳など本格的に競技として

水泳をされる方の選手コースというんですけど、そういう方向けに力を

入れてしたいということでした。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）地元委員の説明をお願いします。３番。 

３番（濵野 努）３番。この件の説明に関しまして、事務局から説明があった通

りですが、４５ページの写真の一部が農振地に入ってまして、２月でし

たか、これを除外するために議案にあがっていましたけども、今月の転

用申請になったということで、約半年間の手続きがかかったということ

です。この写真は前の総会の時に見られている農業委員さんもおられる

と思います。冒頭にありました合意解約の件がこちらの農地の分になり

ます。残りの部分としましては、農地として使用したいということで、こ

こに入る耕作道がないということで、４８ページの図面の上の方ですが

Ｃのところですがそこを拡張していただき、農地に入るところを確保し

ていただいております。皆さまのご審議方、よろしくお願いします。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございます。これより皆さま方から、質問等お

受けいたします。何かございませんか。８番。 

８番（池田 義君）８番。４６ページですけども、赤い線で囲ってある部分が
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今回の申請地だと思うんですけども、その残りを○○ ○○さんの田で

すが、進入路拡幅ということで進入路は設けてありますが、４３ページ

に現況 田、利用状況は休耕地となっているわけです。残りの農地は耕

作をされるのかなと思いまして。 

議長（藤永 九市君）３番。 

３番（濵野 努君）３番。残りの農地は地主さんである、○○ ○○さんが管理

をするということで話は聞いています。 

議長（藤永 九市君）８番。今の３番委員の説明でいいですか。８番。 

８番（池田 義君）８番。４８ページの図面ですけども、これだけの面積のな

かで雨水排水をひとつの溜桝の中で流して水路は大丈夫なんですか。こ

の面積は雨が降った場合は、水量としても多いのではないかなと、この

溜桝で大丈夫なのかなと思いまして。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。溜桝自体は、要所、要所で作るそうです。小さ

い四角があるのが桝になっていて、最終の桝というのが右下の桝になる

わけですね。そこから川の方に流すように建設課の方でも話をしてある

んですけど、その川は深さもありますし、幅も結構ありますので随分大

きな水路なので、水量的には大丈夫じゃないかなと思いますし、そうい

う判断で建設課も指導をしていると思います。 

議長（藤永 九市君）ただ今の事務局の説明でよろしいでしょうか。 

   （ 「はい」の声あり ）ありがとうございました。他にご質問がござい

ましたらお受けいたします。推進委員の湯村委員さん。 

推進委員（湯村 速雄君）残地は枚数が３枚ぐらいあると思いますが、耕地に基

盤整備とか、業者か○○さんの方にお願いできれば誰か耕作してくれる

人がいるんじゃないかなと思いますけども。北側に田んぼがありますの

で日照関係で、乾きが悪かったら誰も作ってくれないという状況が続く

んじゃないかなと思いますけども。それと、駐車場の溜桝なんですけど

も、グリストラップとかは計画されていないんですか。 

議長（藤永 九市君）推進委員さんからの質問ですけども、事務局お願いしま

す。事務局。 
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書記（山田 奈津子君）事務局。まず、一問目の質問をお答えしたいと思いま

す。残る残地につきましては、○○ ○○さんの土地で、△△さんも広か

ったのでされていたと思うんですけども、残地だけでは作りきれないと

いうことで、すべて合意解約になっているような状況で、管理をお願い

していますけども、おそらく○○ ○○さんが畑で野菜を作ってという

のは考えにくいのかなと思っています。きちんと管理はお願いしている

ところで、農地で利用するために通路も設けるようお願いもしているの

で、もし、盛土、切土をして農地として有効に利用できるようであれば、

すごくいいことなんじゃないかなと思います。できないことではないの

で、いいんじゃないかなと思います。もう一点、駐車場の件は何とおっし

ゃられたか分からなかったので、もう一度話していただいていいですか。 

議長（藤永 九市君）推進委員 湯村委員。 

推進委員（湯村 速雄君）駐車場なのでオイルがこぼれた時に、川の方に落ちな

いようにグリストラップをつけたらいいんじゃないかなと思います。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。グリストラップはガソリンスタンドの時は、ガ

ソリンなのでしないといけないという決まりがありますが、今回はグリ

ストラップの話は聞いていません。オイルとは駐車場だからということ

ですよね。通常の農地転用でも駐車場用地にグリストラップというのは、

転用の規制ではありませんので、そこら辺は、濵野委員さんも水利の代

表でいらっしゃいますので、そういった心配があるのであれば、業者さ

んと話をしながら、いろんな要望を聞いていかないといけないなと思い

ますので、水利権の方と建設課と一緒に話を聞いていかなければいけな

いかなと思いますが。これでよろしいでしょうか。  

   （ 「はい」の声あり ） 

議長（藤永 九市君）他にありませんか。ないようですので採決を行いたいと思

います。お諮りいたします。第２３号議案 許可相当と思われる方の挙

手をお願いします。ありがとうございます。賛成多数で、許可相当といた

しまして県に進達いたします。引き続き、第２４号議案 農地法第５条

第１項の規定による許可申請書について、事務局の説明を求めます。事
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務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。５５ページをお開きください。第２４号議案の

朗読説明をいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請書に

ついて。申請人 譲受人 ●● ●●。譲渡人 ○○ ○○。農地の所在 

小浦免字中野谷。地目 台帳 畑、現況 休耕。面積１４６㎡。転用の目

的 専用住宅。施設 専用住宅１棟４３．４７㎡。耕作者 なし。申請の

理由 これは、転用して家を建てられる側の理由ですけども、現在の住

まいが手狭になったことから、新たに住宅を建築したいためということ

です。５６ページが申請書の写しになりますけども、この件につきまし

ては、所有権移転の申請になっております。売買による所有権移転です。

５７ページが付近状況図です。ピンク色で記を付けているところが申請

地になります。５８ページが現況写真になります。赤枠で囲っていると

ころが申請地になります。５９ページが地籍図になります。元々一筆だ

ったところを、今回、転用するにあたって分筆をして家を建てる計画で

す。細く残っているところは水路ですね。水路が元々あるところを切っ

てあるような形です。ここも周りはすべて住宅地となっております。６

０ページが被害防除計画書です。申請地の造成計画としましては、現状

のまま利用する。また、土間コンクリートを設けるので被害の発生する

恐れはない。近傍農地等への影響なんですけども、建物の高さを加減す

る。建物の高さを加減して建築するため被害の発生する恐れはない。雨

水排水につきましては水路放流。汚水、生活雑排水は下水道の方に繋が

れます。６１ページが土地の利用計画図になります。この計画図の中に、

水の流れも記載していただいております。雨水は既存の側溝の方に接続

をされます。汚水は公共下水道の方に接続されます。ちょうど浜迎線の

方になりますね。６２ページが建物の平面図です。木造の２階建てです。

６３ページが建物の立面図になっております。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）地元委員さんの補足説明をお願いします。２番。 

 裕君）２番。これも前の案件と同様ですけども、事務局、業者さん

と立会いをしております。場所は、以前、町長をしておられました清原さ

んの住まいの斜め前辺りです。この土地の三方が水路に囲まれておりま
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して、残った畑は地主さんが自家用で食材を取るために管理をされてお

ります。特に迷惑をかけるようなところはないかと思いますので、皆さ

んのご審議をよろしくお願いします。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。この件につきまして、ご意見、

ご質問のある方はいませんでしょうか。どなたかございませんか。ない

ようですので、お諮りをしたいと思います。第２４号議案は許可相当と

思われる方の挙手をお願いします。ありがとうございました。満場一致

です。賛成多数により許可相当として県の方に進達をいたします。引き

続き、第２５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書につ

いて、事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。６４ページをお開きください。第２５号議案の

朗読説明をいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請書に

ついて。申請人 譲受人 ●● ●●。譲渡人 ○○ ○○。農地の所在 

羽須和免字社ノ元。地目 台帳、現況ともに田。面積５２９㎡。転用の目

的 個人住宅。施設 軽量鉄骨ステンレス 鋼板葺２階建１棟 ８６．

５６㎡。耕作者 ○○ ○○。申請の理由 こちらも譲受人の方からの

理由で、県道整備に伴う、立退きの為ということで、新しく家を建てて

佐々町の方に住みたいということです。６５ページが許可申請書の写し

です。こちらも売買による所有権の移転を行いたいという申請です。６

６ページが付近状況図になります。地図が見にくくてすみません。ピン

ク色で囲っているところが申請地です。黄色で記を付けているところは

里の集会所になります。松葉屋の近くのコインランドリーがあるところ

はご存知かと思いますが、そのコインランドリーから少し入ったところ

にあおぞら食堂さんがあるんですけども、あおぞら食堂さんのすぐ横に

なります。６７ページが現況写真です。６８ページが地籍図になります。

ピンクで囲っているところが申請地になります。６９ページが被害防除

計画書です。申請地は、盛土を最高０．３ｍ、最低０．１ｍということで

す。少し盛土をして、土止め工事をするということです。また、近傍農地

への影響なんですけども、隣地に農地がないということで被害の恐れは

ないということです。排水計画ですけども、雨水排水は水路放流。汚水、



 - 20 - 

生活雑排水は下水道に繋ぐということです。７０ページが、有効利用面

積を記していただいている図面になるんですけども、一般の個人住宅の

場合、５００㎡という基準があるんですけども、その５００㎡を超えて

いるので、面積が超過している理由を付けていただいております。前面

の道路が狭いために、セットバックが必要になります。セットバック部

分として１４㎡必要になるということです。周りに側溝が入っておりま

して、セットバックの部分と側溝の部分を足すと３４㎡になりますので、

敷地面積の５２９㎡から、宅地として使えない部分３４㎡を引くと４９

５㎡になり、５００㎡を切るので今回、申請ができるという形になって

おります。７１ページが土地の利用計画図になります。７２、７３ページ

が建物の平面図、７４ページが立面図になっております。事務局の説明

は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。地元委員の説明をお願いしま

す。８番。 

８番（池田 義君）８番。今、事務局から説明がありましたように、８月１８

日に事務局 山田さんと、その時に業者が出てこれないということで８

月２１日に改めて、業者さんと現地を確認しまして、色々とご説明を受

けました。今、事務局からありましたが、７０ページですが、ＡとＣの境

界杭があるところですが、側溝なんですね。水路なんです。６８ページの

地籍図を見ていただくと、隣接地が△△さんの宅地ですが、その宅地の

側溝なんですよ。業者さんから聞いたのは、△△さんの垣根があるわけ

ですね。６７ページの写真で見られると分かりますが、垣根があります。

これを管理するために、約１ｍぐらいバックしておき、将来は△△さん

の方に譲る可能性があるような話をされてました。４９５㎡となってい

ますが、これよりも下がるんじゃないかなと伺っております。建物につ

きまして、雨水等は両方に側溝がありますが、７１ページの隣地境界線

というところに排水溝があるんですね。そこに集中して側溝に流すとい

うことで、お話をお伺いしております。皆さま方のご審議の程よろしく

お願いします。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。これより皆さま方のご質問等を
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お受けします。何かございませんか。ないようですので、採決をいたしま

す。第２５号議案 の、許可相当と思われる方の挙手をお願いします。あ

りがとうございます。全会一致で承諾いただきました。許可相当として

県に進達することといたします。次に、第２６号議案の農地法第２条第

１項の農地に該当するか否かの判断について事務局の説明を求めます。

事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。７５ページをお開きください。第２６号議案の

朗読説明をいたします。農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否か

の判断について。農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断

が必要となった土地について、農業委員会の判断を求める。対象農地は

別紙ということで、７６ページに一筆、リストを付けております。所在は

口石免字道木。地目は登記簿 畑。面積１３５㎡。所有者は○○他３名と

なっておりますが、兄弟さん４人の共有名義となっております。実際管

理していらっしゃるのは、○○さんになられます。この一筆なんですけ

ども、一昨年の調査でＢ判定になってはいたんですけども、非農地判断

がまだ済んでおりませんでした。こちらは産業経済課の方から相談があ

りまして、災害の関係で工事をして保安林に指定をしないといけないそ

うなんですけども、現況は山なんですけども、地目が農地であるために

保安林としての指定ができないということで、地目が変えられないかな

という相談があったところになります。一筆だけ今回出させていただい

たところです。場所は７７ページの航空写真にありますが、真申になり

ます。申請地のすぐ下の家が○○さんのご自宅になられるようで、自宅

のすぐ裏の場所になります。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）これにつきまして、皆さん方からご意見、ご質問等ござい

ませんか。場所はお分かりですよね。地元委員さんからこれについて何

かありますか。２番。 

 裕君）２番。○○さんは仕事が忙しくて、畑を管理するのがやっと

で、なかなか手が付けられなくて、この土地もだんだん山が生茂って、一

部山崩れが発生しています。非農地通知を先に出しておけばよかったか

なと思うところです。以上です。 
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議長（藤永 九市君）この件につきまして他になければ、事務局からの説明通り

ご理解いただきたいと思いますけども、他にありませんか。推進委員 湯

村さん。 

推進委員（湯村 速雄君）家の前の解体部品を置いてあるところは、持ち主は違

う人ですか。利用外目的で使われてないですか。前は建物が建つ予定で

はなかったですかね。今回、非農地にするところは町の方に移管か何か

されるんですかね。 

議長（藤永 九市君）事務局長。 

事務局長（大平 弘明君）事務局。今のご質問の件ですけども、保安林の指定を

しないと、現在、災害で地滑りが起こっておりまして、工事にかかれない

状況です。所有者はそのままですけども保安林にすることによって、災

害の工事が進められる状況ですので、そのための非農地の手続きという

ことです。以上です。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。もう一点の質問ですけども、道路の向かい側の

雑種地のことですかね。おっしゃっているのは、転用の目的が資材置場

ではなかったということですか。 

議長（藤永 九市君）２番。 

 裕君）２番。今回の件は、この非農地の件ですから後でゆっくり調

査をして確認していただいたらと思います。 

議長（藤永 九市君）２番委員のおっしゃる通りです。そういうことで、湯村委

員、よろしくお願いします。この２６号議案について他にありませんか。

ないようでしたら、採決を行います。賛成とされる方の挙手をお願いし

ます。ありがとうございました。満場一致で非農地とすることといたし

ます。審議事項につきましては、続けて足早にやってまいりましたけど

も、（５）その他に入る前に暫時休憩といたします。 

（休  憩  午前 １０時４８分） 

（会議再開  午前 １０時５７分） 

議長（藤永 九市君）会を再開いたします。（５）その他について、事務局の説

明をお願いします。事務局。 
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書記（山田 奈津子君）事務局。その他に入ります。農業者年金加入推進及び

全国農業新聞の推進につきまして、まず、全国農業新聞なんですけども、

先月、加入申込書をお渡ししていたかと思いますが、お持ちになられて

いる方は提出をお願いします。まだ出されていない方は、ぜひ加入の方

をお願いいたします。農業者年金の加入推進につきまして、先月、会長

の方からお話があってますが、農業者年金の加入推進部長さんを決めて

いただきたいと思います。今、会長に藤永 九市さんになってもらって

いるんですけど、他の業務も多々増えてこられますので、推進部長はど

なたかにという意向もあられるようですので、新たに推進部長さんとサ

ブリーダーさんも一緒に決めていただけたらなと思っております。急遽

で申し訳ないんですけども、先日案内が来まして、９月５日にレオプラ

ザホテルの方で農業者年金の説明会というか、色々な地区の農業委員さ

んが集まってこられて、現場の話を聞いたりとか、農業者年金基金の方

も来られて説明をされたりとか、そういった会がありますので、そこに

も参加していただける方を決めていただければと思いますので、よろし

くお願いします。決めていただくのは最後にすみません、よろしくお願

いします。そして、９月の定例会の日程を決めていきたいと思います。

総会は、だいたい毎月２５日と決めていたんですよね。土日が重なった

りとか、都合が悪かったときは前後にずらすようにしていたんですけど

も、毎月２９日までに審議の結果を県の方に送らないといけないという

のがあって、２５日という風に決めているところではあるんですけども。

９月２５日は月曜日ですけども、２５日でいいでしょうか。 

   ( 私語あり )それでは９月２５日 月曜日の午後１時３０分から予

定をお願いいたします。③のその他ですけども、農業者年金の加入推進

部長さんを決めていただきたいということと、農業委員会だよりを一年

に２回発行しています。だいたい９月と３月に発行しているんですけど

も、今回はメンバーが変わったりバタバタありましたので、時期をずら

して発行しようと思っていますけども、メンバーが決まり次第取り掛か

っていけたらと思います。農業委員会の編集委員さんも決めていただき

たいと思います。前回は奇数委員さんが９月号、偶数委員さんが３月号
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という決め方をしていました。５人とか６人とかが編集委員さんという

決め方をしていたこともあります。皆さんがやりやすいように決めてい

ただきたいと思います。農地の利用の最適化に向けてというところも、

休憩中に少しだけお話をさせていただけたらと思います。事務局の説明

は以上です。 

議長（藤永 九市君）それでは、③その他の農業者年金加入推進部長について

ですけども、この件については人事案件で恐縮なんですけども、皆さん

にお諮りをしたいと思います。先日の五役会の時もお話をしまして、私

の提案としましては、これまで推進部長として、副に池田 義さんに

ご協力いただきながら、過去３年間やってきたわけです。それなりに目

標に達成してきているわけです。今年も一つの枠が農業者年金の対象者

の割り当てが一つ農業会議からあります。それを実現していくことにな

るかと思いますので、ご存じの通り、会長という立場から何でもかんで

もというのは難しいので、推進部長さんはちゃんと立てた方がいいと思

いますので、五役会で検討しまして、できましたら副としてご指導いた

だきました、池田 義さんに推進部長をお願いしたいなと、皆さんで

話をしております。副につきましては、池田さんもご存じと思いますが、

研修会もあって池田委員さんにも行っていただいたんですけども、女性

委員さんがかなり多いんですよね。他所の地域ですけど推進部としてか

なり活躍されております。私もその一つの提案としまして、貴重なお二

人の女性委員さんがおられますので、サブリーダーとして池田推進部長

さんを補佐していただいて、和田さんと、山下さんにお願いしたいなと

思います。負担をかけるようでございますけども、しょっちゅうそれに

係るというものでもございません。池田さんの指示に従ってやっていた

だければ結構でございますので、そういうことで皆さんにお諮りをして、

後任がここでご選任いただければ、同意をいただいて決定したいと思い

ますけどもいかがでしょうか。皆さんのご意見、ご質問をお受けしたい

と思います。どうでしょう、ご三方お願いできませんでしょうか。心か

らお願い申し上げます。 

   ( 「お受けします」の声あり )ありがとうございます。ご三方、気持
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ちよく快諾いただきました。今後は三人の皆さんに活躍をいただきます

ので、女性のお二人にはご迷惑でしょうけども、よろしくお願いいたし

ます。５日の研修会には、これだけは絶対に行ってもらいたいと思いま

す。農業者年金の会の模様、動きというものを勉強していただきたいと

思いますので、お忙しいでしょうけども、お繰り合わせいただきまして、

ご出席いただきますように念を押してお願い申し上げておきます。あり

がとうございました。続きまして、農業委員会だよりについてはこれま

で通りいきますか。皆さんいかがでしょうか。それぞれ議席番号があり

ますよね。その奇数、偶数で発行を年２回発行していますから、分けて

編集委員であたってもらうようにして、農業委員会だよりを見ていただ

いて分かるように、３ページぐらいなんですよね。事務局もご苦労され

ているんですけども、それをサポートしてまとめるだけですので、そう

いう形で今後、取り組んでいただきたいと思います。奇数、偶数で分け

て、事務局の指示に従って皆さんで編集をして行うという形を取りたい

と思いますがいかがでしょうか。推進委員さんも編集には加わっていた

だきたいと思います。推進委員さんも奇数、偶数で割り振るという形を

取りたいと思いますけども、そういうことでお諮りしたいと思いますが、

ご承認いただいてよろしいでしょうか。 

   ( 「異議なし」の声あり )ありがとうございます。そういうことでよ

ろしくお願い申し上げます。三つ目の農地等の利用の最適化の推進に向

けてということで、皆さん方と推進委員さんが中心になりますけども、

暫時休憩をいたします。 

(休  憩  午前 １１時１０分) 

(会議再開  午前 １１時３１分) 

議長（藤永 九市君）会を再開いたします。ただ今、休憩中に最適化推進に向け

て、皆さん方のご意見をいただきました。その中で五役の識者代表と

しまして、築城委員さんからのごもっともなご提案をいただきました。

今回出しておりませんでしたけども、次回の委員会の折には、資料も

提出しながら、推進員会も今後の動きについて、十分検討して今度の

委員会にははっきりと打ち出したいと思います。うまくいけば１０月
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からそのような形で定着していくような形を取りたいと思いますので、

どうぞ皆さん、ご理解をいただきたいと思います。その他について、何

か皆さん方からありませんか。ないようですので、これで本日の総会

を閉じたいと思います。本日は誠にありがとうございました。また、午

後の研修会にはよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

（  閉  会  午前 １１時３３分  ） 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり相違ありません。 
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